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∽∽∽----------------------------------------------------------∽∽∽ 

神奈川宣言ネットワークは、環境への取り組みに関するさまざまな情報交換 

を通じて、主に地方自治体や NGO 等による環境配慮活動を促進することを目 

標に、神奈川県と持続可能な都市のための 20％クラブ（事務局：地球・人間 

環境フォーラム内）が協力して進めるものです。神奈川宣言に賛同した自治 

体、20％クラブ会員自治体およびワークショップ参加自治体等へお送りして 

います。 

∽∽∽----------------------------------------------------------∽∽∽ 
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１．バイオ燃料の持続可能性に関する NGO 等による共同提言 

（FoE Japan、地球・人間環境フォーラム、バイオマス産業社会ネットワーク） 

 

 国際環境 NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム（GEF）および 

NPO 法人バイオマス産業社会ネットワーク（BIN）の環境 3団体は、 



2009 年 3 月、「バイオ燃料の持続可能性に関する共同提言（改訂版）」を 

発表しました。 

 この共同提言は、2007 年に策定した提言を、ここ数年のバイオ燃料の 

持続可能性に関するさまざまな議論や研究を踏まえ改定し、日本の NGO/ 

NPO としての基本的な考え方を示したものです。 

 熱帯林や泥炭地、サバンナなどの自然生態系における農地開発が進み、 

大量の温室効果ガス放出が懸念されること、自然生態系・生物多様性の 

劣化や土地争いなど深刻な環境的・社会的影響が生じる恐れがあること 

等を指摘した上で、輸送用エネルギーの削減に向けた抜本的対策の実施 

や、バイオ燃料導入のための補助金制度の見直し、自然生態系の農地転 

換の回避、原料生産における環境・社会影響評価の実施などを呼びかけ 

ています。 

 

◇取り組みに関する詳細はこちら 

→http://www.kanagawadeclaration.jp/caseexamples/biofuels.html 

 

 

２．リユースの促進で循環型社会の構築を目指す 

  (リユース食器ネットワーク） 

 

 リユース食器ネットワークは、お祭りやイベントから出るごみを削減 

しようと、繰り返し洗浄して再使用する「リユース食器」の普及・促進 

に取り組む全国ネットワークです。 

 リユース食器とは、使い捨て容器に替えて繰り返し使用するカップや 

どんぶり、お皿、お箸などの食器を呼び、柔軟性に富むポリプロピレン 

などプラスチック製のものが多く使用されています。 

 

◇取り組みに関する詳細はこちら 

→http://www.kanagawadeclaration.jp/caseexamples/reuse.html 

 

---------------------------------------------------------------------- 

【20％クラブでは、会員自治体の取り組み情報・新規会員を募集しています】 

 

▼会員自治体の方へ：新しい環境への取り組み情報をお寄せ下さい 

会員自治体さんからの新しい取り組みに関する情報をお待ちしています。 

ユニークな取り組みについては、今後ニュースレター等で紹介させてい 



ただきます。 

 

▼加入自治体を募集しています 

20％クラブは、積極的な環境施策に取り組む国内 41 自治体、海外 26 自治体が 

加入する、国際的なネットワーク組織です。情報交換を今後より一層進める 

ため、積極的な環境施策を進める都道府県・市町村の新規加入をお待ちして 

います（20％クラブの設立経緯、活動内容、会員サービス内容等に関しては 

下記 HP ご参照下さい）。 

 

◆20％クラブとは？ 

→http://www.gef.or.jp/20club/J/20frontjfr.htm 

◆20％クラブ会員自治体リスト 

→http://www.gef.or.jp/20club/J/20frontjfr.htm 

 

---------------------------------------------------------------------- 

※掲載内容の印刷、ウェブ上での複製・転載等はご相談下さい（お知り合いや 

  ML へのメールでの転送は歓迎です）。内容に関するご意見・ご質問は下記事 

  務局まで。 
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編集・発行／持続可能な都市のための 20%クラブ事務局 

 

（財）地球・人間環境フォーラム内 

〒113-0033 

東京都文京区本郷 3‐43‐16 成田ビル 3階 

TEL:03-3813-9735  FAX:03-3813-9737 

E-mail:amano@gef.or.jp 

【20％クラブ】 

http://www.gef.or.jp/activity/cooperation/20club/index.html 

【神奈川宣言ネットワーク】 

http://www.gef.or.jp/activity/cooperation/network/index.html 
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